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議事録 

職 務 代 理 

 

 

ただいまより第２９回高山市農業委員会を開催いたします。 

本日は、１０番 田中委員、１８番 蓑谷委員、２５番 平田委

員、２６番 加藤委員の欠席報告をいただいております。よって、

現在の本出席委員は、３６名中３２名であり過半数に達しているた

め、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により総会は

成立しますことをご報告いたします。 

続きまして、会長より挨拶を願います。 

 

会 長    ご苦労さまでございます。 

 先日まで熱い秋だなと言いながら居りましたら、今日は晩秋の少

し肌寒い日となっております。             

私の周りでも少し稲が立っているところがあり、早く稲刈りをし

て頂くよう心配して見ております。 

一昨日、「第２回 飛騨の美味しいお米食味コンクール」があり

まして行って参りました。今年も沢山応募があったようでございま

す。非常にレベルが高く、皆さん各地で「美味しいお米」を作られ

ると感じて参りました。特にうれしい事に我々農業委員の渡邊委員

が特別優秀賞、小林委員のまんま農場さんが金賞を受賞されまし

た。拍手でお祝いしてあげて下さい。 

二十日に役員さんといっしょに、取りまとめて頂いた意見書を市

長さん、議長さんに提出させていただきました。特に今年は、来年

の農業委員会法の改正に向けて、市長さんにはお願いしてきまし

た。それと併せて会の運営等も変わってきますのでしっかり事務局

で準備頂きたい事、またその為の予算も付けてほしいという事をお

願いしてあります。 

一月には、「市長と語る会」を計画しておりますので、ご意見等

ございましたら来月の委員会までに提出頂きたいと思います。      

最後にひとつ、農作業事故については、各自防護メガネや前掛け

等にて防止下さるようにご注意ください。 

本日も多数の議事がございますので、みなさまよろしくお願いし

ます。 

 

職 務 代 理 

 

ありがとうございました。 

それでは日程に従い、ただいまから議事に移ります。 

会長が議長を務め、進行いただきます。 



 

議     長 

 

日程第１ 議事録署名者の指名について を議題といたします。 

議事録署名者の指名については、議長指名で異議ございません

か。 

 （異議なし） 

 

議     長 

 

異議がありませんので、指名をさせていただきます。 

議席番号 ２７番 田村委員と、２８番 岩本委員を指名します

のでお願いします。 

 

議     長 

 

日程第２ 会期の決定について を議題といたします。 

会期は本日１日といたしたいと存じますが、異議ございません

か。 

 （異議なし） 

 

議     長 

 

異議なしと認めまして、会期は本日１日と決定いたします。 

 

それでは議事に移ります。 

日程第３ 報第５８号 農地所有適格法人の報告等について 

を議題とします。 

事務局の説明を願います。 

 

小笠原 

農地主事 

それでは、日程第３ 報第５８号 農地所有適格法人報告書の提

出状況について報告いたします。 

今回は５３法人のうち１法人についての報告となります。   

農地所有適格法人につきましては、４つの要件がございまして、

①法人形態②事業要件③構成員要件④役員要件について、報告を受

けた資料により総合的に確認しております。 

 

１番、丹生川町にあります有限会社は認定農業者であり、田 5.8 

ha、畑 2.0ha、計 7.8ha を経営耕作しております。経営内容につき

ましては水稲、トマト、菌床シイタケを栽培し、農産物加工販売を

行っております。 

２番、清見町にあります有限会社は認定農業者であり、田 3.7ha

を経営耕作しております。経営内容につきましては肉用牛肥育とと

もに水稲を栽培しております。 



３番、上宝町にあります株式会社は認定農業者であり、田 3.0ha

畑 1.2 ㏊を経営耕作しております。経営内容につきましては、水稲、

トマト、パプリカ、菌床シイタケを栽培し、野菜加工販売を行うと

ともに、農作業受託を行っております。 

 

以上、３件について報告いたします。 

 

議     長 

 

 

 

 

以上、報告のとおり確認しました。 

続きまして、日程第４ 議第５９号 農地法の規定に基づく許可

処分の取消しについて を議題とします。  

事務局の説明を願います。 

 

池 田 書 記 今回は、許可処分の取消し１件の報告となります。 

 

５条で転用の許可の出ている農地について、当事者より許可の取

り消しが申請されたものです。今回の場所は、国府町宇津江になり

ます。この件については、許可後転用がされないまま契約期間が終

了し、今回、別件の開発を行うため取消しされます。 

本日、5 条の 10 番で転用申請が提出されております。 

 

以上 １件の報告をさせていただきます。 

 

議     長 

 

 

 

 

以上、報告のとおり確認しました。 

続きまして、日程第５ 議第１８０号 農地法第３条の規定によ

る権利移動の許可について を議題とします。  

 

事務局の説明を願います。 

 

池 田 書 記 

 

 

本日上程しました案件につきましては、農地法第３条第２項の各

号には該当していないことを事前に審査しており、許可要件を満た

しております。また、受人の耕作面積並びに農業従事者についても

申請書記載内容を確認しておりますので予め報告いたします。 

今回は、１５件の上程となります。 

 

１番から４番は越後町の案件になります。 

１番、２番は、畑１筆づつ 135 ㎡と 226 ㎡を交換します。受人



の耕作面積はそれぞれ 16,594 ㎡、7,150 ㎡で作付けについては果

樹の予定です。 

３番、４番は、畑１筆づつ 100 ㎡と 102 ㎡を交換します。受人

の耕作面積はそれぞれ 16,594 ㎡、5,570 ㎡で作付けについては果

樹の予定です。 

５番は、上岡本町 1 丁目の案件です。田畑２筆 393 ㎡を隣地取

得します。受人の耕作面積は 25,601 ㎡、作付けは露地野菜の予定

です。 

６・７番は、丹生川町町方の案件になります。 

６番は、田１筆 1,376 ㎡を取得します。7 番は、田 1 筆 2,100

㎡を 5 年間賃貸契約します。受人の耕作面積は 2,576 ㎡、作付けに

ついては水稲の予定です。 

８番は、久々野町無数河の案件になります。畑１筆 538 ㎡を隣

地取得します。受人の耕作面積は 12,017 ㎡、作付けについては露

地野菜の予定です。 

９番は、久々野町無数河の案件になります。田１筆 409 ㎡を隣

地取得します。受人の耕作面積は 21,407 ㎡、作付けについては果

樹の予定です。 

１０番から１５番は、久々野町柳島の案件になります。 

こちらは、６軒の農家で８筆の農地が細長く立地する農地です。

これを隣地同士で交換することで利用しやすくする目的で移転し

ます。鉛筆のような細長い状態で８筆が並んでいるところを６区画

に整理します。なお、久々野町の最低下限面積は 3,000 ㎡ですがこ

れを下回る農家がありますが、今回のように当事者間で調整をしな

いと利用できないことを理由に特例事項が認められておりますの

で、許可可能と考えられます。作付けについては、水稲、露地野菜

等の予定です。 

 

以上、１５件、田畑１９筆で合計 7,200 ㎡についてご審議をお

願いいたします。 

 

議 長 ただいまの件についてご意見ございませんか。 

 

 （意見なし） 

 

議 長 ご意見がありませんので異議なしと認め、農地法第３条の規定に



よる権利移動の許可については許可することと決定いたします。 

続きまして、日程第６ 議第１８１号 農地法第４条の規定によ

る使用目的変更の許可申請に意見を付する件について を議題と

します。 

事務局の説明を願います。 

 

池 田 書 記 最初に、農地区分は１０㏊以上の集団農地を第１種農地、市街地

区域内の用途指定区域を第３種農地、また市街地区域内にある第３

種農地には該当しないもの及び市街地近郊農地を第２種農地と判

断し、上程にあたっては農地転用許可基準に基づき、立地基準・一

般基準に照合しつつ事前審査し確認しておりますので予め報告を

いたします。 

今回は、５件の上程となります。 

 

１番は、冬頭町の案件です。田２筆 67 ㎡について、賃貸アパ

ートに転用する申請です。前回、非農地証明の出たところでしたが、

字絵図の修正により地目農地が発覚したため、追加で転用申請する

形となったものです。 

２番は、中切町の案件です。田３筆 988 ㎡について、農家住宅

に転用する申請です。中部縦貫道の整備による移転のためで、平成

27 年度に農振除外をしてあります。 

３番は、上岡本町 2 丁目の案件です。田１筆 577 ㎡について通

路と貸家の駐車場に転用する申請です。既転用のため追認を求める

申請です。 

４番は、上岡本町 4 丁目の案件です。畑１筆 411 ㎡を貸駐車場

に転用する申請です。 

５番は、一之宮の案件です。畑１筆 99 ㎡を車庫・倉庫に転用

する申請です。 

 

以上、５件、田８筆で 計 2,142 ㎡についてご審議をお願いい

たします。 

 

議 長 

 

ただいまの件についてご意見ございませんか。 

 

 

 

（意見なし） 

 



議 長 ご意見がありませんので異議なしと認め、農地法第４条の規定に

よる使用目的変更の許可申請に意見を付する件については許可相

当として意見を付することに決定いたします。 

続きまして、日程第７ 議第１８２号 農地法第 5 条の規定によ

る権利移動の上使用目的変更の許可申請に意見を付する件につい

て を議題とします。 

事務局の説明を願います。 

 

池 田 書 記 当５条においても許可の立地基準・一般基準に照合しつつ、いず

れも農振外または除外手続き中であることを確認しておりますの

で報告いたします。 

本日は１０件の上程です。 

 

１番は、江名子町の案件です。畑３筆 278.87 ㎡について、個

人住宅に転用する申請です。 

２番は、昭和町 2 丁目の案件です。田１筆 4.9 ㎡について、車

庫に転用する申請です。既転用のため追認を求める申請です。 

３番は、岡本町 2 丁目の案件です。田１筆 4.72 ㎡について、

庭敷地に転用する申請です。過去の道路整備により狭小地として残

っていたようです。 

４番は、赤保木町の案件です。田 １筆の一部 78 ㎡について

農振農用地を臨時の駐車場としていたため、追認を求めるもので

す。一時転用の期間は、1 年間の予定です。 

５番は、石浦４丁目の案件です。畑１筆 162 ㎡について、分譲

住宅に転用する申請です。 

６番は、丹生川町小野の案件です。田１筆の一部 84.8 ㎡を、

通路に転用する申請です。既転用のため追認を求める申請です。 

７番は、久々野町大西の案件です。畑１筆 58 ㎡を住宅の庭に

転用する申請です。既転用のため追認を求める申請です。 

８番は、久々野町柳島の案件です。畑４筆 443.53 ㎡について

住宅の通路、倉庫に転用する申請です。既転用のため追認を求める

申請です。 

９番は、国府町三川の案件です。畑１筆 271 ㎡について、資材

置場に転用する申請です。既転用のため追認を求める申請です。 

１０番は、国府町宇津江の案件です。田３筆 4,643 ㎡について、

貸倉庫に転用する申請です。取消しで報告をさせていただいた農地



です。まちづくり条例の対象となります。 

 

以上１０件、田畑等１７筆、6,028.82 ㎡についてご審議をお願

いいたします。 

 

議 長 

 

ただいまの件についてご意見ございませんか。 

 

 （意見なし） 

 

議 長 

 

ご意見等もございませんので、異議なしと認めまして、農地法第

５条の規定による権利移動の上使用目的変更の許可申請に意見を

付する件については許可相当として意見を付することに決定いた

します。 

続きまして、日程第８ 議第１８３号 現況農地でないものの証

明願に意見を付する件について を議題といたします。 

 

事務局の説明を願います。 

 

池 田 書 記 今回は、２件の上程となります。 

 

１番は下切町の案件になります。田１筆 234㎡について宅地と

して地目認定を求めるものです。申請地については、昭和４５年転

用され、家屋登記されていることを確認しております。 

２番は、三福寺町の案件になります。畑１筆 38 ㎡について宅

地として地目認定を求めるものです。住宅については、昭和 41 年

に転用され、家屋登記されていることを確認しております。  

 

以上２件について、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議 長 ただいまの説明の件に対し、ご意見等ございませんか。 

 

 （意見なし） 

 

議 長 意見等もございませんので、異議なしと認めまして、現況農地で

ないものの証明願に意見を付する件については、許可相当として意

見を付することに決定いたします。 



続きまして、日程第９ 議第１８４号 相続税の納税猶予に関す

る適格者証明 を議題といたします。 

事務局の説明を願います。 

 

池 田 書 記 今回は、２件の上程となります。 

 

１番は、下岡本町の案件になります。相続人は、市内の専業農家

です。被相続人の所有する田５筆 1,324 ㎡を特例農地として適格証

明を求めるもので、水稲栽培し農地利用をしており、条件として今

後も耕作を続ける意思があることを確認しております。 

２番は、下切町の案件になります。相続人は、市内の専業農家で

す。被相続人の所有する田６筆 5,387 ㎡を特例農地として適格証明

を求めるもので、水稲栽培し農地利用をしており、条件として今後

も耕作を続ける意思があることを確認しております。 

 

以上２件、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議 長 ただいまの説明の件に対し、ご意見等ございませんか。 

 

 （意見なし） 

 

議 長 ご意見等もございませんので、異議なしと認めまして、相続税の

納税猶予に関する適格者証明については、許可相当として意見を付

することに決定いたします。 

続きまして、日程第１０ 議第１８５号 農用地利用集積計画の

決定について を議題といたします。 

 

事務局の説明を願います。 

 

尾 形 書 記 

 

 

 

本日は１件の利用権設定についての上程です。なお、当申請につ

いては農業経営基盤強化促進法第１８条第３項による要件に該当

しております。 

１番について、認定農業者である借人は、水稲、露地野菜、果樹 

リンゴの経営をしており、今回、清見町藤瀬地内の田２筆 3,104㎡

を、新規６年の賃貸借権を設定し、引き続き水稲を生産するもので

す。 



以上、ご審議をお願いいたします。 

 

議 長 ただいまの説明の件に対し、ご意見等ございませんか。 

 

 （異議なし） 

 

議 長 意見がございませんので、異議なしと認めまして、農用地利用集

積計画の決定については、承認といたします。 

 以上で本日予定していました議事は終わりましたが、その他ご意

見等ございませんか。 

 

 （発言なし） 

 

議 長 それではこれをもちまして、第２９回高山市農業委員会を閉会い

たします。 

ありがとうございました。  

 

午後２時１０分 終了 
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